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排出量取引制度の具体的制度設計に関する意見書 

 

２００９年（平成２１年）１０月２０日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

地球温暖化による気温上昇を産業革命前から２℃程度にとどめるために，日本な

どの先進国は２０５０年までに少なくとも温室効果ガス排出量を８０％以上削減す

ることが求められている。 

この目標を達成するためには，日本の温室効果ガス排出量の約７割を占めるエネ

ルギー転換部門，大口の産業部門，業務部門及び運輸部門について，その排出総量

の上限枠を設定し，これを対象の事業所等に割当てた上で排出枠の取引を認める国

内排出量取引制度（義務参加型キャップアンドトレード型排出量取引制度）を導入

する必要があり，以下の内容から成る国内排出量取引に関する法律を早急に成立さ

せるべきである。 

(1) 対象ガスは，当面，ＣＯ２のみとする。 

(2) ２０１１年度内に本格実施を開始する。 

(3) 対象主体は，一定規模（例えば，省エネ法第１種指定管理工場の排出レベルの

事業所）以上のＣＯ２を排出する発電所・その他エネルギー供給施設，工場・鉱

山・業務事業所，運輸事業者とし，参加を義務付ける。 

(4) 対象主体全体の排出上限枠を２０２０年において１９９０年比７０％，２０５

０年までに同２０％とし，これを直線で結び，毎年の排出上限枠とする。 

(5) 排出枠は，原則有償とするが，取引開始時には一部を無償とし，段階的に有償

の割合を増加させ，２０２０年までに全量有償とする。対象主体に対する排出枠

の割当てについての詳細なルールを速やかに策定する。 

(6) 排出枠のバンキングやボローイング等，一定範囲内で制度対象者が柔軟な対応

を行うことを可能とするための措置を検討する。 

(7) 遵守期間は，１年ごととする。 

(8) 排出枠の有償割当によって生じる収益は，低炭素経済の移行期における措置と

して，温室効果ガスの排出削減及び温暖化被害の軽減策（適応）に用いる。とり

わけ，低所得者層への支援，産業構造の変化に伴う労働者の教育・訓練への支援

及び低炭素技術の開発・普及への支援などに重点的に配分する。 

(9) 排出枠登録簿を作成・管理し，報告・モニタリング・第三者による検証の手続
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を確保する。 

 

第２ 意見の理由 

１ 排出量取引制度をめぐる議論状況 

当連合会は，２００８年９月１８日付け「排出量取引制度に関する意見書」に

おいて，国内排出量取引の試行にあたって，産業・電力・大口業務・運輸部門の

温室効果ガスの排出総量の上限枠を設定し，これを各対象事業所等に割当て，排

出枠の取引を認める排出量取引制度（義務参加型キャップアンドトレード型排出

量取引制度）の導入を求めた。また，２００９年５月８日付け「気候変動／地球

温暖化対策法（仮称）の制定及び基本的内容についての提言」において，気候変

動／地球温暖化対策法（仮称）の制定及びその基本的内容についての提言を行い，

そこで，科学の要請に基づき，１９９０年比で２０２０年までに３０％削減，２

０５０年までに８０％削減という中長期目標を法定するとともに，わが国のＣＯ

２総排出量（直接排出）の７０％近くを占める発電所や工場等の大規模排出源に

対し，排出上限枠を設定して行う排出量取引制度の早期本格導入を求め，その内

容の骨格を示した。 
その後，２００９年７月にイタリアで開催されたＧ８ラクイラサミットでは，

先進国において，２０５０年までに８０％以上の削減が必要との認識が共有され，

特に，キャップアンドトレード型排出量取引制度について，「実施されたところ

では大部分が成功であることを証明し，潜在的な利点や重要な課題及び指標への

理解を改善させた」として，排出量取引制度の可能性と国家間の連携の可能性を

探り，これを拡大していく方向が確認された。 
ＥＵでは，２００５年に，発電所や工場を対象とするキャップアンドトレード

型の排出量取引制度が実施され，その後，制度の改良が重ねられている。米国で

は，２００９年に誕生したオバマ政権下で，温室効果ガス排出量の８０％以上を

カバーするキャップアンドトレード型排出量取引制度の導入を盛り込んだ法案

が同年６月に下院を通過し，上院でも同様の法案が審議されている。世界は，科

学の警告を受け止め，低炭素経済への移行へと大きく舵を切ったといえる。 

他方，日本では，２００８年１２月から「排出量取引制度試行」が行われてい

るものの，総量または原単位目標を自主的に設定し，事業所・個別企業と複数企

業（企業グループ）での自主的参加によるもので，温室効果ガスの排出削減を確

実に担保する排出量取引制度とはいいがたい。 

しかしながら，わが国においても，２００９年９月の政権交代を機に，地球温
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暖化政策が大きく転換されようとしている。２００９年９月２２日，新政権の鳩

山首相は，国連気候変動サミットにおいて，２０２０年までに１９９０年比２

５％削減とのわが国の中期目標を定め，キャップアンドトレード型国内排出量取

引制度，再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入及び地球温暖化対策税の検

討などを含む，あらゆる政策導入による目標達成の決意を表明し，早急にこれら

の具体的制度設計の策定を行う必要性が生じている。 

 

２ 国内排出量取引制度導入の必要性 

(1) 日本のＣＯ２及び温室効果ガス排出の実態 

日本の２００７年度の温室効果ガスの総排出量（各ガスの排出量に地球温暖

化係数を乗じ，合算したもの）は１３億７４００万トン（ＣＯ２換算）であり，

１９９０年の総排出量（１２億６１００トン）から９．０％（１億１３００万

トン）増加した。ＣＯ２は温室効果ガスの約９５％を占め，２００７年度の排

出量は１３億４００万トンであり，１９９０年の１１億４４００万トンから１

４．０％（１億６０００万トン）増加している。このままでは，京都議定書第

１約束期間の目標（１９９０年比６％削減）の達成のために大量の排出枠を海

外から購入せざるを得ない状況にある。 

２００７年度のＣＯ２の排出の部門別の直接排出（発電におけるＣＯ２排出

をエネルギー転換部門からの排出とする）の内訳は，以下のとおりである。括

弧内の数字は，発電におけるＣＯ２排出量のうち，電力の最終消費部門に電力

消費量に応じて配分し，残余分だけをエネルギー転換部門からの排出とする計

算方式（間接排出方式）によって算出したものである。 

エネルギー転換部門 ３３．８％（６．４％） 

産業部門 ２９．６％（３６．１％） 

事業関連系運輸部門 １２．５％（１３．１％） 

業務部門 ６．７％（１８．１％） 

家庭部門 ４．８％（１３．８％） 

家庭系運輸部門 ６％（６％） 

廃棄物 ２．４％ 

工業プロセスからの排出 ４．１％ 

直接排出で見ると，２００７年のわが国のＣＯ２の部門別排出はエネルギー

転換部門が最も多く，１９９０年から１億２６００万トン（１９９０年比４

３％）増加しているが，これは石炭火力発電所の新設及び稼働率の増加による
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ものである。 

また，直接排出方式による，省エネ法第１種エネルギー管理指定工場及びこ

れと同レベルの発電所，大口の産業部門，業務部門及び運輸部門などの排出主

体からのＣＯ２の排出量は，日本のＣＯ２排出量全体の約７割に及んでいる。 

(2) 国内排出量取引の有用性 

２０５０年までに現状から少なくとも８０％以上の排出削減を実現していく

ためには，以下の政策視点が重要である。 

 まず，今日，ＣＯ２など温室効果ガスがもたらす地球温暖化は，直接的また

は間接的に人の生命，身体，財産などに深刻な被害を及ぼしつつあり，米国で

は，連邦最高裁（２００７年４月２日）が大気浄化法にいう大気汚染物質とし

て規制されるべきと判示している。わが国においても，大気汚染防止法が大気

汚染物質に対してとっているような総量規制がなされるべきである。少なくと

も，ＣＯ２など温室効果ガスの一定規模以上の排出主体については，事業者の

自主的取組みに委ねられるのではなく，法的に，総量で排出量が制限される必

要がある。 

 他方で，ＣＯ２排出が事業者の経済活動と深く結びついていることに照らせ

ば，炭素に価格を付け，排出削減への経済的インセンティブが働く仕組みを作

るとともに，事業者にとって，より低いコストで削減目標を達成できる柔軟性

を確保することが必要である。キャップアンドトレード型排出量取引制度は，

こうした効用をもつ制度である。 

(3) 日本における妥当性 

直接排出方式による日本のエネルギー転換部門及び産業部門（工業プロセス

を含む）からのＣＯ２排出量は，全体の排出量の約６８％（ドイツでは６６％，

米国は５６％，英国では５６％。いずれも２００７年）を占め，そのほとんど

が大規模排出源からの排出である。ＥＵ，米国，オーストラリア，カナダなど

では，総量の排出規制と排出枠の取引を認める国内排出量取引制度がすでに導

入されているか，あるいは導入に向けた法制化の過程にあるが，日本は，これ

らの国に比べて大規模排出主体からの排出の占める割合が多いのであるから，

その導入の必要性が一層高いといえる。 

(4) 排出量取引制度についての懸念への対応 

排出量取引制度導入に対しては，①企業の活動量を制限するもので，民間の

自由な活動を阻害することにつながり，経済統制的な制度となるのではないか，

②日本の産業界には削減の余地がない，③技術改善を促進しない，④排出枠の
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公平な配分は困難，⑤マネーゲームを招く，⑥国際競争力を阻害する，⑦燃料

光熱費の高騰などによる社会的経済的弱者への負担が大きいなどの批判があ

る。 
しかし，そもそも営業の自由の保障は絶対的なものではなく，その制約の合

理性は，制約内容，範囲，程度の相当性の有無により判定されるべきものであ

る。また，同一業種においても事業所ごとにＣＯ２排出原単位（活動量当たり

のＣＯ２排出量）は異なっており，燃料転換や効率改善の設備投資などによる

削減が可能である。そして，このような排出上限枠の設定自体が技術革新のイ

ンセンティブとなる。さらに，業種間や事業者・事業所間の公平性は，省エネ

法による定期報告情報を活用して取引制度の制度設計で対応し，情報の公開と

検証等を行うことで確保されうる。マネーゲームの抑止の必要性は，炭素市場

に限るものではなく，取引制度の設計により対応していくべきものであり，炭

素市場化を否定する理由にはならない。エネルギー集約型で国際競争力にさら

されている産業が不当に競争上の不利益を受けることは，排出枠の割当方法や

有償配分の割合などによって回避することができる。そして，省エネ製品への

買い換えなどで光熱費負担の軽減を図ることが困難な低所得者の保護には，排

出枠の有償化による収益を当てることで対応が可能である。 

(5) よって，わが国も，将来的にＥＵをはじめとする他国・他地域における国内

排出量取引制度とリンクが可能な本格的排出量取引制度の早期実施に向けて法

制化を急ぐべきである。 

 

３ 具体的な制度設計について 
  これまで述べてきたように，日本に導入すべき国内排出量取引制度は，一定規

模の排出主体の参加を義務として，排出総量での上限を設定し，これを各排出主

体に割り振った上で取引することを認める，いわゆるキャップアンドトレード型

排出量取引制度である。 
当連合会は，以下のとおり，その具体的な要件を提案する。 

(1) 対象ガス 

京都議定書が対象とする６種類の温室効果ガスすべてについて検討されるべ

きであるが，まず，最も排出量が多いＣＯ２について同制度を導入する。 
(2) 開始年 

同制度については国際社会からも早期の制度化と実施が求められており，２

０１１年内に本格実施するよう，法的整備を図る。 
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(3) 取引対象排出主体と発電所の取扱い 
① 化石燃料の消費・エネルギー転換の段階（下流）での割当とする 

    化石エネルギーの消費段階における排出削減を促すために，石油や石炭

の輸入業者に排出枠を割当てるのではなく，化石燃料を消費する発電所や

製造事業所などに対して排出量を割当てるべきである。 

② 発電所を排出者として扱う 

エネルギー転換部門におけるＣＯ２排出量は，１９９０年以降，石炭火

力発電所の増設と稼働率が高まっていることから著しく増加している。こ

のようなエネルギー転換部門からのＣＯ２排出削減には，火力発電所にお

ける石炭から天然ガスへの燃料転換及びエネルギー効率の向上が不可欠で

あるが，そのためには，発電所に排出上限枠を設定して，削減を促すこと

が必要である。よって，排出量の割当発電所からの排出は，欧米などと同

様に，当該部門の排出として扱うべきであって，これを最終消費部門に割

り振る日本特有の算定方式（間接排出方式）を採用すべきではない。 

省エネ法第１種管理指定工場からのＣＯ２排出は，間接排出方式では日

本全体の５０％未満であるが，直接排出方式によれば約６６％をカバーす

ることができ，ＣＯ２排出削減対策としても直接排出方式がより効果的で

ある。 

 

（気候ネットワーク作成） 

③ 事業所単位での割当とする 

同一業種においても事業所ごとにＣＯ２排出原単位が異なっており，効率
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的な報告・検証のためにも，事業所単位で排出枠を割当てることを基本とす

る。但し，運輸部門については排出源である自動車，飛行機が移動すること

から，事業者単位とする。 
④ 裾切り基準 

排出量の割当や検証など取引制度運営のための行政コストは，対象事業所

（者）数が増えれば飛躍的に拡大するので，参加義務を負う取引対象主体は，

一定規模以上の排出量を有する事業所（運輸については事業者）に限定する

必要がある。 

省エネ法第１種指定管理工場（約７７００）のレベルの排出主体のうち，

その上位半分で国全体のＣＯ２排出量の６５％を占め，残り半分の事業所の

排出量は国全体の１％に過ぎない。さらに，第２種指定管理事業所にまで対

象を拡大すると，事業所数は約７０００増加するが，カバー率は１％増加す

るにすぎない。 

よって，カバー率を高めつつ，行政コストを抑制するために，裾きり基準

としては，省エネ法第１種指定管理工場のレベルまたは直接排出方式によ

るＣＯ２量で年間１万トン～２万５０００トンの事業所（運輸については

事業者）を対象とすることとし，それ以下の排出量の事業所（者）は参加

の義務がないこととする。 

 なお，割当に際して，行政コストとして申請費用や検証の費用を徴収する

ことも必要となるため，取引制度開始前に事業者負担費用額を明示しておく

必要がある。 

 
（気候ネットワーク作成） 

 (4) 対象事業所（者）全体の排出枠 
取引制度対象事業所（者）の排出枠の削減の経路は，国としての２０５０年
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までの削減目標を設定し，原則として同じ割合で排出枠を縮小させるものとす

る。国全体の排出削減のためには，大規模排出源である発電所・工場などから

の排出も，長期的かつ確実に削減させることが必要であるからである。これを

図示すると以下のようになる。 

      
（気候ネットワーク作成） 

 (5) 個別対象事業所への排出枠割当の方法 

① 原則オークション方式に 
排出枠の割当方法としては，現状のエネルギー効率やＣＯ２原単位の差を

あまり考えず，過去の排出実績（数年分の平均とする例が多い）を基礎とし

て総量を割り振るグランドファザリング方式と，一定の原単位を基にそれに

想定生産量などをかけて総量割り振りを行うベンチマーキング方式，排出枠

を競売にかけて配分するオークション方式がある。 

オークション方式によれば，温室効果ガスの削減に先行的な努力を行って

いた事業所に対しても不公平とはならず，また，その収益を新規技術開発，

現状ではコストの高い投資への助成，地方自治体による運輸・業務・家庭対

策への支援基金，低所得者層や労働者への支援策への助成などに振り向ける

ことができる。また，オークション収益が新規産業や雇用を拡大し，低炭素

経済へと移行させていく原動力となりうる。国際的にもオークション方式を

原則とする流れにある。 
よって，取引制度の導入にあたっては，オークション方式によることを原

則とする。但し，導入当初においては制度導入の容易さや受容性を考慮し，

ベンチマーク方式またはグランドファザリング方式による無償配分を一部取

り入れ，その後，無償の配分率を年々に比率を引き下げていくこととする。

無償配分の比率及びその後の消滅については，対象業種の特性に配慮しつつ
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業種ごとに定める。そして，２０２０年までには，原則として全体をオーク

ション方式による割当とすべきである。 
② 早期対策への配慮 

また，グランドファザリング方式では過去の努力が報われにくく，産業構

造固定化の側面があることから，早期に削減対策を採っていた事業者につい

ては，政府が過去の削減対策を評価し，一定基準を満たす事業者に対して，

取引開始後一定期間の間，排出枠を追加的に割当てることが考えられる。そ

の場合，省エネ法定期報告情報で同業種の上位１０％程度の原単位に達して

いる事業所を対象とすることなどが考えられる。 
③ 新規参入枠など 

制度の開始後に新規に事業を開始する者（いわゆる新規参入者）への排出

割当のために，一定量の排出枠（５％程度）を留保しておく必要がある。ま

た，工場の閉鎖や縮小の場合には排出枠を政府に返還する義務を負わせる。 
④ エネルギー集約型で国際競争にさらされている産業への対応 

排出量取引制度は，国際競争力にさらされているエネルギー集約型産業で，

排出規制の厳しい国から排出規制の緩やかな国へ産業が移転する，いわゆる

「炭素リーケージ」が生じるおそれがある業種については，国際的な合意形

成に至るまでの間，その業種に属する事業所（者）に追加排出枠を割当てる

などの配慮が求められる場合がある。したがって，国際競争上，いかなる業

種について，いかなる悪影響があるのかを調査したうえで，該当業種につい

ては一定期間，排出枠の取り置きを行うことが考えられる。また，排出枠の

価格が異常に高騰したと判断される場合に，市場へ介入するための排出枠を

取り置くことも考えられる。 
 ⑤ 以上を考慮し，本制度対象の各主体に対する排出枠の割当についての詳細な

ルールを速やかに策定する。 
(6) 柔軟性措置 

   個々の事業所に大幅削減を義務付けると同時に，事業活動の自由度を確保す

るために，対象事業者が柔軟な対応を行うことを許容するための措置を一定程

度組み込む必要がある。 
年度を超えて排出枠を保有し，それを将来年に使用するバンキングはもとよ

り，将来年の排出枠を借り入れするボローイングを期限及び使用量を限定して

認めることや，京都メカニズムによるクレジットを国内排出量取引制度の排出

枠の一種として使用することも，一定の範囲で認めることが妥当である。また，
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２０１３年以降の国際枠組みでは，新たな国際的なクレジットが生み出される

可能性があるため，かかるクレジットの許容性についても検討が必要となる。 
   さらに，国内におけるＣＯ２吸収源となる植林や森林保全プロジェクト等に

投資し，それによる吸収量を自己の削減分としたり，再生可能エネルギーや国

内中小企業の省エネ削減プロジェクトによる削減量を目標達成に組み入れる手

法を組み込むべきかどうかも，今後の検討課題である。ただし，国内排出量取

引制度は，あくまで国内での排出削減を主目的とすべきであって，こうした目

的が阻害されることのないよう，これらの措置の利用に制限を設ける必要があ

る。 
(7) 遵守期間 

   排出枠の遵守期間は１年ごととする。これとは別に，数年を単位とする取

引期間を設けることも考えられる。 

(8) オークション収益の活用 

オークション方式を導入した場合の収益は，低炭素経済へのスムーズな移行

のために活用することができる。具体的には，排出削減，新規産業の育成，大

幅削減で経済的影響を受ける業種への影響の緩和，エネルギー価格の高騰の影

響を受ける貧困層消費者への支援，労働者の教育訓練の支援，森林対策，温暖

化による被害の軽減策（いわゆる適応）などにその収益を提供できる。米国法

案では，地方自治体自体に排出枠を配分し，その収益をもって地方自治体の交

通対策や民生対策などの費用に充当することを認めている。これは，排出枠の

配分を通じて対策のための資金を分配するものであるが，日本においても参考

とされるべきである。 
 (9) 排出枠の報告，登録，検証制度 

   以上のような排出量取引制度が機能するための必要条件として，規制対象事

業所がＣＯ２をはじめとする温室効果ガス排出に係る情報すべてを監督官庁へ

報告することを義務付ける必要がある。また，その情報の正確性を確保するた

めに，認証機関などを設置し，第三者の検証を受ける必要がある。 
ここにいう情報とは，排出量だけでなく，燃料別・電気の種類別の使用量，

生産量，活動量等も含む。これらの情報は，国民に対して事業者の営業上の秘

密を除いて公開される必要がある。少なくとも，温室効果ガスの排出量情報だ

けでなく，事業所ごとの毎年の燃料別，電気の種類別消費量が公表されるべき

である。これらは排出量を算定するために必要となるだけでなく，燃料転換の

可能性等，有効な温室効果ガス削減のための施策を検討するために必要不可欠
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な情報であるからである。 
なお，政府の登録簿には，排出枠の保有者及びその移動が取引ごとに記載さ

れなければならず，排出枠取引の安全を確保するために，登録簿の記載に公信

力を認めるべきである。 
 
４ 結論 
  排出量取引制度の導入は，化石エネルギーの大量消費に依存しているわが国の

経済構造を転換していくうえで必要不可欠である。本意見書に掲げた制度設計案

を基礎とする実効的な取引制度を実現するため，取引制度について開かれた議論

を経て，一刻も早く排出量取引制度を定める法律を制定すべきである。 
 

以    上 
 

 


